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K-67 内視鏡的消化管止血術（生検時の止血） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、内視鏡検査実施中の生検によって生じた出血に対する止血

術については、内視鏡的消化管止血術の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 内視鏡検査等の実施中に、生検などの医療行為によって生じる出血に対

する手技については、内視鏡検査に含まれ別途算定は認められないと整理

した。 

 


